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１．湧別町介護保険条例の一部改正について 

第１号被保険者の令和３年度から令和５年度までの３年間の保険料を定めるととも

に、第１段階から第３段階までにおける保険料軽減措置を行うため、町介護保険条例を

改正しました。 

また、令和２年度に実施された新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し

たこと等による介護保険の第一号保険料の減免について、国による減免措置が令和３年

度まで延長されたため、同条例のほか関連する町介護保険条例施行規則の一部を改正し

ました。 

（第８期介護保険料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．湧別町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例等の一

部改正について 

介護保険法の規定に基づき、居宅介護支援等事業、介護予防支援等事業、地域密着

型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業に関する人員及び運営に関す

る基準が見直され、事業所による感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、

高齢者虐待防止の推進等に関する基準を定めるため、関連条例の一部改正を行いまし

た。 

(1)湧別町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

基準額に

対する割合
保険料（年額）

第１段階
基準額

×0.3
１８，０００円

第２段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円超１２０万円以下の方

基準額

×0.5
３０，０００円

第３段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が１２０万円超の方

基準額

×0.7
４２，０００円

第４段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円以下の方

基準額

×0.９
５４，０００円

第５段階
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円超の方
基準額 ６０，０００円

第６段階 前年の合計所得金額が１２０万円未満の方
基準額

×１.２
７２，０００円

第７段階
前年の合計所得金額が１２０万円以上

２１０万円未満の方

基準額

×１.３
７８，０００円

第８段階
前年の合計所得金額が２１０万円以上

３２０万円未満の方

基準額

×１.5
９０，０００円

第９段階 前年の合計所得金額が３２０万円以上の方
基準額

×１.７
１０２，０００円

本人が住民税課税

所得段階 対象となる方

令和３年～５年度

●生活保護受給者の方

●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

●前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

世帯全員が住民税

非課税

世帯の誰かに住民

税が課税されている

が本人は住民税非

課税
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(2)湧別町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

(3)湧別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例 

(4)湧別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例 

（主な改正内容） 

  ・高齢者虐待防止の推進 

・会議や多職種連携における ICTの活用 

・ハラスメント対策の強化 

・業務継続に向けた取組の強化 

 ・感染症対策の強化 

 

３．湧別町介護保険条例施行規則の一部改正 

令和３年４月１日に公布された介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、町介護保

険条例施行規則の一部改正を行いました。 

（主な改正内容） 

・負担能力に応じた負担とする特定入所者介護（予防）サービス費における食費の

自己負担上限額等の見直しに伴う申請様式の一部修正 

・第 1号被保険者の医療保険情報の追加に伴う要介護認定申請等様式の一部修正 

・介護認定情報等の提示に関する届出者の同意欄追加に伴う居宅サービス計画作成

依頼（変更）届出書等様式の一部修正 

 

４．行政手続における押印等の見直しに伴う関係規則等の一部改正 

行政手続における国民の負担を軽減し、国民の利便性を図ることを目的とした国の

行政手続や内部手続の押印見直しに伴い、関係規則等の一部改正を行いました。 

(1)湧別町介護保険条例施行規則 

(2)湧別町介護保険法施行細則 

(3)湧別町老人福祉法施行細則 

(4)湧別町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則 

 

５．湧別町有料老人ホーム設置運営指導要綱等の一部改正 

国の有料老人ホーム設置運営標準指導指針の一部改正に伴い、本町の有料老人ホー

ムに関する要綱等の一部改正を行いました。 

(1)湧別町有料老人ホーム設置運営指導要綱 

(2)湧別町有料老人ホーム設置運営手続要領 

(3)湧別町有料老人ホーム設置運営指導指針 

(4)湧別町有料老人ホーム指導検査実施要領 

（主な改正内容） 

・感染症対策の強化 
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・業務継続に向けた取組の強化 

・高齢者虐待防止の推進 

・無資格者への認知症介護基礎研修受講を義務付け 

・ハラスメント対策の強化 

・書面規制、対面規制の見直し（電磁的記録による保存等） 

・重要事項説明書の項目追加（処遇改善加算・特定処遇改善加算等） 

・前払金の保全措置の経過措置終了に伴う規定の見直し 

・老人福祉法の一部改正に伴う引用条項の整理 

 

６．地域密着型サービス事業所の運営状況について 

地域密着型サービスは、要介護等の状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や地

域で生活が続けられるよう、身近な基礎自治体の中で提供される介護保険サービスと

して、地域のニーズに応じて市町村単位で整備されています。 

（令和３年度の実績） 

(1)新規指定 １件 

指定事業所名：湧別町高齢者生活福祉センター（地域密着型通所介護） 

   事業者名  ：社会福祉法人湧別福祉会 

(2)指定更新 ０件 

   本年度は、指定更新の対象事業所はありませんでした。 

(3)実地指導 ５件 

   実施した事業所において、何れも適正に運営されていました。 

・湧愛園ちゅーりっぷの里（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

・湧別オホーツク園リラの杜（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

・湖水の杜（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

・グループホーム上湧別館（認知症対応型共同生活介護） 

・デイサービス絆（地域密着型通所介護） 

（町内の事業所数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型サービス（介護予防含む） 内　　　容 町内事業所数

① 認知症対応型共同生活介護（介護予防含む） 認知症グループホームへの入居 １カ所

② 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 小規模の特別養護老人ホームへの入所 ３カ所

③ 小規模多機能型居宅介護（介護予防含む） サービス拠点でのデイサービス・短期宿泊および居宅への訪問介護 １カ所

④ 地域密着型通所介護 利用定員１８人以下の通所介護 ５カ所

⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じ、定期巡回と随時の対応による訪問介護・訪問看護 無

⑥ 夜間対応型訪問介護 夜間の定期巡回や通報による訪問介護 無

⑦ 認知症対応型通所介護（介護予防含む） 認知症高齢者の特性に配慮したデイサービス 無

⑧ 地域密着型特定施設入居者生活介護 小規模の介護専用型特定施設への入居 無

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護＋必要に応じ訪問看護 無


